
ある ない

1 49 43 11 2 3 7 4

1 名古屋市 〇 〇 〇 〇

要支援の該当者が利用する介護保険制度上のホー
ムヘルプサービスについては月額報酬で低額で算
定されるため、介護保険の限度額の範囲内で必要
量のサービスを受けることができるため、単に支
給量の不足を理由とした上乗せは行っていない。
なお、介護保険制度の中で低級がされないサービ
スについては、別途決定を行う。

2 豊橋市 〇 〇
3 岡崎市 〇 　　 〇 〇 〇 支給決定基準による

4 一宮市 〇 〇 〇 〇
平成12年3月24日付け厚生労働省通知介
護保険制度と障害者施策との適用関係等
について

5 瀬戸市 〇

特に条件は設定しておりません。サービス
支給量については、その必要性を計画や間
取りから把握し、審査会にて意見を求めた
上で支給決定を判断しております。

6 半田市 〇 〇
7 春日井市 〇 〇 〇 春日井市障害福祉サービス等支給決定基準

8 豊川市 　 〇 〇
9 津島市 〇

10 碧南市 〇 〇

11 刈谷市 〇 〇 〇 〇

障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに
かかる介護保険給付又は地域支援事業の区分支給
限度額の制約により、確保することができない
サービスの必要性を想定し基準を設けている

12 豊田市 〇 〇
13 安城市 〇 〇
14 西尾市 〇 〇
15 蒲郡市 〇 〇 　
16 犬山市 〇 〇
17 常滑市 〇 〇

18 江南市 〇 〇
介護保険担当課との協議による事務内規
を根拠とする

19 小牧市 〇 〇

20 稲沢市 〇 〇
本人の障害特性について個別に判断を
行っています。

21 新城市 〇 〇
22 東海市 〇
23 大府市 〇 〇
24 知多市 〇 〇
25 知立市 〇 〇 〇 〇 〇 介護保険制度の適用が優先されるため。
26 尾張旭市 〇 〇
27 高浜市 〇 〇
28 岩倉市 〇 〇

29 豊明市 〇
介護度の区分変更不可の場合（介護度
5）で、生活環境や他サービスの利用な
ど総合的に勘案

30 日進市 〇 〇 〇

障害福祉サービスに相当するさサ－ビス
が介護保険法にある場合は、介護保険
サービスの利用が優先となっているか
ら、要介護5の者で単位数が足りなく、
障害特性上必要と認められる者に対して
上乗せを認めている

合計

介護保険被保険者が障害福祉サービスを上乗せ利用する場合の条件
(2022愛知自治体キャラバンまとめ）
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上記の条件の根拠を詳しくご記入してくだ
さい
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①何らかの条件を設けているのは11市町村、このうち名古屋市と岡崎市が「要支援の該当者は上乗せができない」
と回答。要介護5を条件としているのは、9自治体だ。
②条件を設けず聞き取りですすめるのは瀬戸市のみだ。各自治体のこの回答は昨年と同じである。
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31 田原市 〇 〇

32 愛西市 〇 〇 〇
上記はあくまで原則的な取り扱い。障碍
者の状況により支給決定している。

33 清須市 〇 〇

34
北名古屋
市

〇

35 弥富市 〇 〇
36 みよし市 〇 〇
37 あま市 〇 〇
38 長久手市 〇 〇
39 東郷町 〇 〇
40 豊山町 〇 〇 〇 〇 〇 〇
41 大口町 〇 〇
42 扶桑町 〇
43 大治町 〇 〇
44 蟹江町 〇
45 飛島村 〇 〇
46 阿久比町 〇 〇
47 東浦町 〇 〇
48 南知多町 〇
49 美浜町 〇 〇
50 武豊町 〇 〇
51 幸田町 〇 〇
52 設楽町 〇 〇
53 東栄町 〇 〇
54 豊根村 〇


